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建
築
基
準
法
施
行
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
参
照
条
文

○

建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
七
月
十
二
日
法
律
第
八
十
五
号
）

（
抄
）

（
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

略

第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
居
室
内
に
お
け
る
化
学
物
質
の
発
散
に
対
す
る
衛
生
上
の
措
置
）

第
二
十
八
条
の
二

居
室
を
有
す
る
建
築
物
は
、
そ
の
居
室
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
化
学
物
質
の
発
散
に
よ
る
衛
生
上
の
支
障
が
な
い
よ
う
、
建
築

材
料
及
び
換
気
設
備
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

略
附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
建
築
基

準
法
第
二
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
改
正
規
定
（
「
第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」

の
下
に
「
、
第
二
十
八
条
の
二
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。


